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税
務
署
で
の
ご
相
談
は

予
約
制
に
な
り
ま
す

■
予
約
制
開
始

　

６
月
３
日
か
ら

■
予
約
方
法　
　
　

　

事
前
に
電
話
連
絡
を
お
願
い
ま

す
。（
電
話
連
絡
時
に「
相
談
予
約
」

と
お
伝
え
く
だ
さ
い
）

■
税
務
相
談
日　
　

　

第
１
・
３
木
曜
日

　

午
前
９
時
～
午
後
４
時

◎
相
談
日
以
外
の
ご
相
談
に
つ
い

て
は
、
原
則
お
受
け
い
た
し
か
ね

ま
す
。
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

■
予
約
・
問
い
合
わ
せ
先　

　

柳
井
税
務
署

☎
０
８
２
０
（
２
２
）
９
３
９
２

甲
種
防
火
管
理
新
規
講
習

■
日
時

　

７
月
10
日
㈬
・
11
日
㈭

　

午
前
９
時
～
午
後
４
時

※
２
日
間
の
受
講
が
必
要
で
す
。

■
講
習
場
所

　

柳
井
市
文
化
福
祉
会
館
（
柳
井

市
柳
井
３
７
１
８
）

■
受
講
料

　

４
０
０
０
円
（
テ
キ
ス
ト
代
）

■
受
講
手
続
き

　

柳
井
地
区
広
域
消
防
本
部
予
防

課
ま
た
は
最
寄
り
の
消
防
署
、
出

お知らせ５月

２
０
１
９
年
度

島
ス
ク
エ
ア
起
業
家
育
成
講
座

　

地
域
資
源
を
活
用
し
、
起
業
を

通
し
て
地
域
を
活
性
化
す
る
人
材

の
育
成
を
め
ざ
す
講
座
で
す
。
入

門
、
地
域
づ
く
り
・
実
践
、
関
連

の
３
つ
に
分
け
て
６
月
か
ら
11
月

に
か
け
て
実
施
し
ま
す
。
今
回
は

入
門
講
座
の
ご
案
内
で
す
。

■
日
時

　

６
月
22
日
㈯
・
29
日
㈯

　

午
前
10
時
～
午
後
４
時

■
会
場

　

大
島
商
船
高
等
専
門
学
校
島
ス

ク
エ
ア
起
業
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー

（
周
防
大
島
町
小
松
91
‐
４
）

■
内
容

　

入
門
講
座
「
む
つ
か
し
く
な
い

起
業
の
ノ
ウ
ハ
ウ
」

　

身
近
な
事
例
を
参
考
に
、
講
義

と
演
習
を
通
し
て
、
興
味
・
関
心

の
あ
る
ビ
ジ
ネ
ス
に
つ
い
て
起
業

プ
ラ
ン
を
考
え
て
い
き
ま
す
。

■
講
師

　

藤
井
康
弘
（
株
式
会
社
く
る
と

ん
代
表
・
中
小
企
業
診
断
士
）　

※
受
講
は
無
料
で
す
。

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　

大
島
商
船
高
等
専
門
学
校　
　

　

総
務
課
企
画
係　

☎
０
８
２
０
（
７
４
）
５
４
５
７

 　

kikaku@
oshim

a-k.ac.jp

防
護
柵
資
材
費
を
補
助
し
ま
す

■
補
助
対
象
と
な
る
資
材

　

イ
ノ
シ
シ
な
ど
の
有
害
鳥
獣
に

よ
る
農
作
物
等
の
被
害
防
止
対
策

の
た
め
に
設
置
す
る
電
気
牧
柵
、

防
護
ネ
ッ
ト
、
金
網
柵
、
ト
タ
ン

柵
等
の
防
護
柵
の
資
材
。（
資
材
購

入
後
の
申
請
は
受
付
で
き
ま
せ
ん

の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
）

■
補
助
対
象
地

　

町
内
の
耕
作
地
。（
た
だ
し
、
電

気
牧
柵
の
設
置
に
つ
い
て
は
、
面

積
２
０
０
㎡
以
上
）

※
所
有
者
ま
た
は
耕
作
者
が
町
外

の
方
で
も
申
請
で
き
ま
す
。

■
補
助
金
額

・
防
護
柵
の
設
置
に
要
し
た
資
材

費
の
２
分
の
１
以
内
。（
千
円
未
満

切
り
捨
て
）

・
１
件
あ
た
り
５
万
円
が
上
限
。

※
た
だ
し
、
平
成
28
年
度
～
平
成

30
年
度
に
補
助
を
受
け
て
設
置
済

み
の
耕
作
地
に
つ
い
て
は
、
補
助

金
の
申
請
は
で
き
ま
せ
ん
。

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　

農
林
課 

有
害
鳥
獣
対
策
班

☎
０
８
２
０
（
７
９
）
１
０
０
２

張
所
で
受
講
申
込
書
を
受
け
取

り
、
必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
、

申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

※
受
講
申
込
書
は
、
柳
井
地
区
広

域
消
防
組
合
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

http://w
w

w
.yanai119.jp/

■
受
付
期
間　

　

６
月
１
日
～
６
月
21
日

■
問
い
合
わ
せ
　

　

柳
井
地
区
広
域
消
防
本
部
予
防
課

☎
０
８
２
０
（
２
３
）
７
７
７
４

米
軍
岩
国
基
地
航
空
機
に

関
す
る
騒
音
等
に
つ
い
て

　

町
で
は
、
米
軍
岩
国
基
地
航
空

機
に
よ
る
騒
音
等
に
関
す
る
苦
情

は
、
総
務
課
が
窓
口
と
し
て
受
け

付
け
て
い
ま
す
。（
町
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
も
受
付
で
き
ま
す
）

　

町
民
の
皆
さ
ま
か
ら
お
寄
せ
い

た
だ
い
た
苦
情
等
に
つ
き
ま
し
て

は
、
中
国
四
国
防
衛
局
岩
国
防
衛

事
務
所
へ
直
接
届
け
る
と
と
も
に
、

航
空
機
騒
音
に
係
る
状
況
を
把
握

す
る
た
め
の
基
礎
資
料
と
し
て
利

用
し
て
い
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　

総
務
課　

☎
０
８
２
０
（
７
４
）
１
０
０
０

特　設　人　権　相　談　所
 日　　時　６月５日㈬午前９時 30 分～正午
 場　　所　橘総合センター
 相談内容　差別、いじめ、嫌がらせ等人権に関する問題
 相   談  員　人権擁護委員
 問い合わせ　福祉課　
　　　 　　☎０８２０（７７）５５０５
 ※悪天候により警報等が発令された場合は中止になることがあります。

６月１日は、人権擁護委員の日
ご存知ですか？　人権擁護委員制度

　６月１日は、人権擁護委員法が施行された「人権擁護
委員の日」です。周防大島町では、町長が推薦し、法務
大臣から委嘱された８名の人権擁護委員が、人権につい
ての相談をお受けしています。相談は無料で、秘密は厳
守されます。１人で悩まず、お気軽にご相談ください。

ﾒｰﾙ


